
                     議 案 第 １ １ ２ 号  

 

 

   伊 丹 市 立 サ ン シ テ ィ ホ ー ル の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

    

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の  

規 定 に よ り 伊 丹 市 立 サ ン シ テ ィ ホ ー ル の 指 定 管 理 者 を 下 記 の と お り  

指 定 す る の で ， 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

記  

 

１  指 定 す る も の  

   住  所  伊 丹 市 昆 陽 池 ２ 丁 目 １ ３ 番 地  

   名  称  公 益 社 団 法 人 伊 丹 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  

   代 表 者  理 事 長  柳 田  尊 正  

２  指 定 期 間   

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で   

 

 

 

 

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  
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（ 参  考 ）  

 団 体 の 概 要  

１  設 立 日  

   昭 和 ５ ５ 年 １ ０ 月 １ 日  

２  資 産 の 総 額  

   ２ ２ ３ ， １ １ ３ ， ６ ３ ２ 円  

３  構 成 員 数  

   役 員 数  １ ４ 名 （ 理 事 １ ２ 名 ， 監 事 ２ 名 ）  

   職 員 数  １ ５ 名     

会 員 数  ２ ， ６ ６ ９ 名  

４  目 的  

   定 年 退 職 者 等 の 高 年 齢 退 職 者 （ 以 下 「 高 年 齢 者 」 と い う 。 ）  

の 希 望 に 応 じ た 臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業  

務 （ 当 該 業 務 に 係 る 労 働 力 の 需 給 の 状 況 ， 当 該 業 務 の 処 理 の 実  

情 等 を 考 慮 し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の に 限 る 。 ５ ⑷ か ら ⑹  

ま で に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 就 業 の 機 会 を 確 保 し ， 及 び こ れ ら  

の 者 に 対 し て 組 織 的 に 提 供 す る 等 ， そ の 就 業 を 援 助 し て ， 生 き  

が い の 充 実 ， 社 会 参 加 の 促 進 を 図 る こ と に よ り ， 高 年 齢 者 の 能  

力 を 生 か し た 活 力 あ る 地 域 社 会 づ く り に 寄 与 す る こ と 。  

５  事 業  

 ⑴  高 年 齢 者 の 就 業 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供  

⑵  高 年 齢 者 の 就 業 に 関 す る 調 査 及 び 研 究  

⑶  高 年 齢 者 に 対 す る 就 業 相 談 の 実 施  

⑷  高 年 齢 者 に 対 す る 臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 （ 雇 用 に よ る も の  

を 除 く 。 ） 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業 務 に 係 る 就 業 （ 雇 用 に よ る も  

の を 除 く 。 ） の 機 会 の 確 保 及 び 提 供  

⑸  高 年 齢 者 に 対 す る 臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 （ 雇 用 に よ る も の  

に 限 る 。 ） 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業 務 に 係 る 就 業 （ 雇 用 に よ る も  

の に 限 る 。 ） も し く は そ の 能 力 を 活 用 し て 行 う 業 務 に 係 る 就 業  

（ 兵 庫 県 知 事 か ら 高 年 齢 者 等 の 雇 用 の 安 定 等 に 関 す る 法 律 （ 昭  
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和 ４ ６ 年 法 律 第 ６ ８ 号 ） 第 ３ ９ 条 に 規 定 す る 業 務 拡 大 に 係 る 業  

種 及 び 職 種 等 の 指 定 を 受 け た も の に 限 る 。 ） へ の 職 業 紹 介 事 業  

又 は 労 働 者 派 遣 事 業 の 実 施  

⑹  高 年 齢 者 に 対 す る 臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 及 び そ の 他 の 軽 易  

な 業 務 に 係 る 就 業 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 の 付 与 を 目 的 と し た 講  

習 会 等 の 開 催  

⑺  そ の 他 こ の 法 人 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  
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